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公益信託制度が改正されたこと伴い、市税条例で寄附金税額控除の対象としている 『認定特定公益信託(旧制度）』 （※）

  について、 『新たな公益信託（新制度）』 に改正するなど、関係規定を整備をする。

(※)認定特定公益信託とは

      公益信託として認可され、かつ、その信託の目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等一定のもののうち、その目的に関し相当と

認められる業績が維持できることにつき主務大臣の認定を受けているもの。
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【令和６年度税制改正に伴う改正】

公益信託制度の改正に伴う寄附金税額控除の規定の見直し（第23条関係）

１ 改正の概要

※その他、所要の規定の見直しを行う

改正内容 改正前 改正後

控除の対象と
なる寄附金

認定特定公益信託の信託財産とするために
支出した金銭のうち、市長が指定したもの

公益信託に係る信託事務に関連する寄附金のうち、
市長が指定したもの
（寄附金は金銭以外に不動産や美術品等）

実績なし （本市において寄附金控除対象となる公益信託の申請は過去になし）

公益信託に関する法律（令和６年法律第30号）の施行の日に属する翌年の１月１日（令和９年１月１日予定）

２ 影響額

３ 施行日



【公益信託とは】

【公益信託制度の改正内容（主なもの）】
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・育英資金の給付
・学術研究奨励金
・学生寮の運営
・美術館の運営 など

【公益信託制度の課題と改正】

・ 主務官庁による許可や監督の基準が不統一であることや税制優遇を得るための制約が多いことを背景に、公益法人と比べ利用されてい
    ないという現状 (法律が大正11年制定のため）。
・ このことから、国民からの信頼を確保しつつ、使いやすい制度へと見直しを行い、民間公益の活性化を図ることを目的に、令和6年通常国
会において、「公益信託二関する法律」の全部改正法として、「公益信託に関する法律」が成立し、令和8年4月に施行される予定。

・ 委託者（財産を有する者）が、公益目的のため、その財産を受託者に託し、受託者の専門性を活用し公益信託事務を実施することで公益目的
   の実現を図る制度。

公益信託のイメージ（新制度）
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